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多重債務 

 
★ 多重債務とは何ですか。 

 
これまでは、借金返済のために金融業者から借り入れを繰り返して

いる状態のことを言いましたが、現在では、収入減などの理由から、

返しきれない借金を抱えている状態も含めて多重債務といわれていま

す。 
 多重債務は誰にでも起こる問題で、「医療費が払えない」「今月の家

賃が払えない」といった、日常のちょっとしたきっかけから多重債務

になってしまうことも多いのです。 
 多重債務を解決するためには、法的な手続きを進める必要があり、

解決方法には、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産があります。

どの解決方法を選ぶかは、専門家と相談することになります。 

消費生活センターでは、多重債務の方からの相談を受け付けており、

相談者の生活状況や借金の状況を聴き、法律の専門家を紹介していま

す。紹介先では、初回の相談料が無料になります。 

借金の問題は必ず解決できます。返済が苦しいと感じたら、一人で

悩まず、早めにご相談下さい。 

 
 


